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Ⅰ 概要  

 

１．はじめに  

 

障害児通所支援を行う事業者は、児童福祉法の規定に基づき、事業所が所在する都道府

県知事の指定を受ける必要があります。 

この手引きは障害児通所支援事業の指定を受けるために必要な要件や、手続きについて

説明したものです。申請を行う前に必ずお読みください。 

 

２．障害児通所支援の種類  

 

指定の対象となる障害児通所支援の種類は次のとおりです。 

種類 概要 

児童発達支援 

（児発） 

日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付

与、集団生活への適応訓練、その他必要な支援 

放課後等デイサービス 

（放デ） 

生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促

進その他必要な支援 

居宅訪問型児童発達支援 

（居訪） 

居宅を訪問して行う日常生活における基本的な動作の指

導、知識技能の付与、その他必要な支援 

保育所等訪問支援 

（保訪） 

保育所等を訪問して行う障害児以外の児童との集団生活

への適応のための専門的な支援その他必要な支援 

 

３．指定の要件  

 

障害児通所支援事業者の指定を受けるためには、次に掲げる要件のいずれも満たしてい

る必要があります。 

 

① 法人格を有すること 

② 事業所の従業者の知識、技能および人員が指定基準を満たしていること 

③ 事業所の設備や運営が指定基準を満たしていること 

④ 児童福祉法第２１条の５の１５第３項各号に掲げる欠格事項に該当しないこと 
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４．指定の有効期間  

 

指定の有効期間は、指定日から６年間です。 

例）令和７年４月１日指定の場合、指定期間は令和13年３月３１日まで 

 

５．用語の定義   

『指定基準』などにおいてよく使用される用語については、下記のとおりです。 

 

用語 定義（『解釈通知』第二の2） 

「常勤」 当該事業所における勤務時間が、当該事業所において定め

られている常勤の従業者が勤務すべき時間数（1週間に勤務

すべき時間数が32時間を下回る場合は32時間を基本とす

る。）に達していることをいう。 

 同一の事業者によって当該事業所に併設される事業所の

職務であって、当該事業所の職務と同時並行的に行われる

ことが差し支えないと考えられるものについては、それぞ

れに係る勤務時間の合計が常勤の従業者が勤務すべき時間

数に達していれば、常勤の要件を満たすものである。 

 

※ 雇用形態ではなく、勤務時間数で判断します。 

「常勤換算方法」 当該事業所の従業者の勤務延時間数を当該事業所において

常勤の従業者が勤務すべき（1週間に勤務すべき時間数が32

時間を下回る場合は32時間を基本とする。）で除すること

により、当該事業所の従業者の員数を常勤の従業者の員数

に換算する方法をいう。 

「勤務延時間数」 勤務表上、当該事業に係るサービスの提供に従事する時間

又は当該事業に係るサービスの提供のための準備等を行う

時間（待機の時間を含む。）として明確に位置づけられて

いる時間の合計数とする。 

なお、従業者1人につき、勤務延時間数に算入することがで

きる時間数は、当該事業所において常勤の従業者が勤務す

べき勤務時間数を上限とすること。 
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「専従」 

「専ら従事する」 

「専ら提供に当たる」 

原則として、サービス提供時間帯を通じて当該サービス以

外の職務に従事しないことをいう。 

 

※ 従業者には専従要件が課せられますが、「利用者の支援

に支障がない場合等に他職務等との兼務が認められる」と

いう職種もあります。 

 

※「指定」と『指定基準』 

 サービスの提供に基づき、『法』に定める訓練等給付費等の支払を受けるためには、事

業所の所在地が属する都道府県等で「指定」を受ける必要があります。 

 指定にあたっては、『指定基準』や『解釈通知』に定められている基準を遵守しなけれ

ばなりません（基準を満たさないものについては、指定を受けることは出来ません）。 

なお、指定基準は障害福祉サービス事業の目的を達成するための必要最低限度の基準を定

めたものですので、事業者にあっては、指定を受けた後においても、その事業所の運営の

向上に常に努めなければなりません。 

 

 

※指定を行わない場合 

 『指定基準』を満たさない場合のほか、県において児童福祉法第21条の５の15第３項の

各号に該当すると認められる場合は、指定を行いませんので、事前に注意が必要です。 
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Ⅱ 指定の手続きについて  

 

１．申請から指定までの流れ  

 

(1) 事前相談 

新規指定を受ける事業者は、申請に先立ち、原則、指定希望日の３箇月より前に、

来庁による事前相談を行ってください（指定希望日が令和８年４月１日の場合、令和

７年12月中に事前相談）。また、事前相談の際には、指定申請に必要な書類一式を持

参してください。 

 

(2) 書類の提出 

・指定申請の際に必要な書類は、サービスの種類によって異なります。必要書類について

は、「指定申請書添付書類一覧表」を参照ください。 

・申請様式は、滋賀県ホームページに掲載しています。 

・申請から指定にかかる標準的な期間は、必要書類を完備した状態の申請書の提出から約

１箇月が必要となります。このため、例えば、４月１日の指定を希望される場合には、

２月末日までに完備した状態の申請書を提出していただきますようお願いします。 

・人員、設備等の要件に不足がある場合や書類に不備がある場合などは、要件の充足や書

類の補正等を行っていただきます。要件の充足や再提出に時間を要した場合、指定日が

遅れることがあります。 

 

(3) 書類審査等 

・各サービスに係る指定基準を満たしているかどうか、提出された書類に基づき、審査を

行います。 

 

(4) 指定 

・審査の結果、要件を満たしている場合は、指定通知を送付します。 

・指定日は、原則として毎月１日となります。 

 

※関係市町村等との事前調整について 

 指定申請を行う前に、下記内容をそれぞれの機関に確認していただく必要があります。 

※来庁による事前相談にあたっては、電話で連絡の上、必ず事前に予約を行ってく

ださい。連絡なく来庁された場合、担当者の不在等により相談に応じることがで

きない場合があります。 

（連絡先）滋賀県障害福祉課事業所指導・人材確保係 TEL：077-528-3544 
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（１） 障害児支援の需要量の確認  

障害児支援事業について「必要量に達していないか」「ニーズはあるか」等、市町村

の障害児の支給決定等を 担当する部署に事前にご確認ください。 

 

◎総量規制（法第21 条の５の 15 第５項） 平成30年４月から、児童福祉法の改正によ

り、児童発達支援及び放課後等デイサービスについては各市町村及び滋賀県の障害児福

祉計画に定める必要量で指定することとしています。 滋賀県への事前協議の前に、必ず

市町村の支給決定を担当する部署に、障害児支援の供給状況などをご確認ください。 

 

（２） 都市計画法に適合していることの確認 

市街化調整区域等の用途地域において、障害児通所支援事業を行うためには事前に開

発許可を受けることが必要な場合がありますので、各市町都市計画法の担当部署に事前

にご確認ください。 

 

（３） 建築基準法に適合していることの確認 

事業所として使用する物件については、建築基準法上の要件を満たす必要がありま

す。 延床面積が200㎡（令和元年6月25日施行）を超える場合は、「用途変更」が必要な

場合がありますので、各市町建築基準法の管轄の部署に事前にご確認ください。 

 

（４） 消防法に適合していることの確認 

事業所として使用する建物が、消防法に適合しているかどうかを確認する必要があり

ます。 なお、物件によっては、自動火災報知設備や誘導灯などの設置工事が必要となる

場合がありますので、管轄の消防署に事前にご相談ください。地域によっては消防署の

検査・受付までに相当な時間を要する場合がありますので、早めの手続きをお願いしま

す。  

 

２．提出書類  

 

(1) 指定関係書類 

 提出が必要な書類については、県ホームページ掲載の「指定申請書添付書類一覧表」を

参照してください。 

 

(2) 報酬関係書類 

 提出が必要な書類については、県ホームページ掲載の「【児童】介護給付費等算定に係

る体制等に関する届出書」内の「添付一覧」シートを参照してください。 
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各種申請関係書類データは、滋賀県公式ホームページに掲載していますので、適宜 

ダウンロードして利用ください。 

  

  （掲載場所） 

   滋賀県公式ホームページ トップページ 

 → 県民の方 → 健康・医療・福祉 → 障害福祉 → 許認可・申請・届出 

 → 障害児通所支援関係 

   

 

 

 

 

 

３．指定等の変更  

 

(1) 変更届・変更申請 

指定事業者・施設は、指定された内容に変更があった場合は、その変更に係る事項につ

いて、変更があった日から１０日以内に「変更届出書」（様式第11号の６）を提出するこ

とが必要です。 

 

(2) 障害児通所給付費算定体制届（加算関係） 

障害児通所給付費算定体制（加算関係）を変更しようとする場合は、その変更に係る事

項について届出が必要になります。届出に係る加算等算定時期は次のとおりです。 

 

※算定開始時期の取扱い（原則） ＊下記によらない場合があるので注意 

① 加算等の算定される単位数が増える場合 

→算定しようとする月の前月15 日までに届出が必要です。（ただし13日までの消印

であれば15日以降の到達も有効） 

例１：令和７年５月15日到達で福祉専門職員配置等加算Ⅰの届出をした場合、令和７

年６月１日から算定可能。 

例２：福祉専門職員配置等加算Ⅰの届出が令和７年５月16日以降の到達かつ消印が５

月14日以降である場合、令和７年６月１日からの算定不可。 
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② 加算等の算定される単位数が減る場合、または加算等が算定されなくなる場合 

届出の時期にかかわらず、加算等の単位数が減る（または算定されなくなる）事実 

が発生した日から算定不可。 

 

４．再開・廃止・休止  

 

指定障害児通所支援事業者がサービスを廃止、休止する場合は、１か月前に「廃止・休

止・再開届出書（様式第11号の７）」および「（参考様式）利用者一覧と引継状況」を提

出してください。再開の場合は、休止した事業を再開したときから10日以内に「廃止・休

止・再開届出書（様式第11号の７）」を提出してください。 

 

 

５．指定の更新  

 

○ 指定障害児通所支援事業者等の指定の有効期間は指定の日から６年間となっていま

す。 

○ 指定通知書に有効期間が記載されていますので、１月前までに更新手続きを行ってく

ださい（手続きの流れは、新規の指定申請と同様です。） 

○ 有効期間満了日までに、更新申請手続きが行われない場合、指定が失効しますので、

留意してください。 
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Ⅲ 指定基準等  

 

１．はじめに  

 

指定申請およびサービス提供にあたっては、以下の関係法令等により定められた事項を

遵守する必要があります。指定申請に先立って、以下の基準等を十分確認していただきます

ようお願いします。 

 

指定基準省令 

「児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準」 

（平成 24年２月３日厚生労働省令第 15号） 

 

指定基準解釈通知 

「児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準について」 

（平成 24年３月 30日障発 0330第 12号） 

 

２．人員・設備等の指定基準  

 

(1) 児童発達支援（児童発達支援センター以外） 

【人員基準】 

従
業
者 

児童指導員ま

たは保育士 

 

指定児童発達支援の単位ごとにその提供を行う時間帯を通

じて専ら当該指定児童発達支援の提供に当たる児童指導員

または保育士の合計数が以下の必要数以上（１人以上は常

勤） 

・障害児の数が１０までのもの ２人以上 

・障害児の数が１０を超えるもの ２人に障害児の数が 

１０を超えて５または端数を増すごとに１人を加えた数以

上 

児童発達支援 

管理責任者 

１人以上（うち１人は専任かつ常勤） 
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機能訓練担当 

職員 

機能訓練を行う場合に必要数を配置 

・職種：理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、心理担当

職員（配置した場合、児童指導員または保育士の合計数に

半数まで含めることができる。） 

 

看護職員 指定児童発達支援事業所において、医療的ケアを行う場合

に必要数を配置（配置した場合、児童指導員または保育士

の合計数に半数まで含めることができる。） 

管理者 原則として専ら当該事業所の管理業務に従事するもの 

（業務に支障がない場合は、児童発達支援管理責任者など

他の職種との兼務可） 

 

＊主たる対象者を重症心身障害児とする場合の人員基準 

従
業
者 

嘱託医 １人以上 

看護職員 １人以上 

児童指導員または保育士 １人以上 

児童発達支援管理責任者 １人以上 

機能訓練担当職員 １人以上 

管理者 原則として専ら当該事業所の管理業務に

従事するもの（業務に支障がない場合

は、他の職種との兼務可） 

 

【設備基準】 

・指導訓練室には、訓練に必要な機械器具等を備えること。 

 ※児童発達支援事業所の指導訓練室については、床面積の基準は定められていない

が、児童発達支援センターが児童発達支援事業を行う場合は子ども一人当たり

2.47m²の床面積が求められていることを参考としつつ、適切なスペースを確保する

ことが望ましい。 

・その他指定児童発達支援の提供に必要な設備および備品等を備えること 

 ※事務室、相談室、静養室、トイレ、手洗い設備等 
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(2) 児童発達支援センター 

【人員基準】 

従
業
者 

嘱託医 １人以上 

 

児童指導員 

および保育

士 

・総数 児童発達支援の単位ごとに当該支援を行う時間帯 

を通じて障害児の数を４で除して得た数以上 

・児童指導員 １人以上 

・保育士 １人以上 

栄養士 ・１人以上（併設の他の社会福祉施設の職務との兼務可） 

・４０人以下の施設では置かなくても可 

調理員 ・１人以上（併設の他の社会福祉施設の職務との兼務可） 

・調理業務の全部を委託する場合には置かなくても可 

児童発達支

援管理責任

者 

１人以上（専任） 

その他職員日常生活を営むのに必要な機能訓練を行う場合に

は、機能訓練担当職員の配置が必要 

機能訓練担

当職員 

・機能訓練を行う場合に配置 

・職種：理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、心理担当職員

（配置した場合、児童指導員および保育士の合計数に半数まで

含めることができる。）。 

管理者 原則として専ら当該事業所の管理業務に従事するもの 

（業務に支障がない場合は、他の職種との兼務可） 

 

※主として重症心身障害児を通わせる場合は上記従業員に加え、下記従業員を置かなけれ

ばならない。 

 ・看護職員 １人以上 

 ・機能訓練担当職員 １人以上 

配置した場合、児童指導員および保育士の合計数に半数まで含めることができる。 

  

【設備基準】 

指導訓練室 ・定員はおおむね１０人とすること。 

・障害児１人当たりの床面積は2.47 ㎡以上とすること。 

・主たる対象が重症心身障害児の場合は、定員および床面積の

要件は適用しない。 

遊戯室 ・障害児１人当たりの床面積は1.65 ㎡以上とすること。 

・主たる対象が重症心身障害児の場合は、床面積の要件は適用

しない。 
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屋外遊戯場、 

医務室、相談室 

主として重症心身障害児を通わせる場合は設けないことができ

る 

調理室、便所  

静養室 主として知的障害のある児童を通わせる場合 

その他、指定児童発達支援の提供に必要な設備 

 

(4) 放課後等デイサービス 

【人員基準】 

従
業
者 

児童指導員ま

たは保育士 

 

指定放課後等デイサービスの単位ごとにその提供を行う時

間帯を通じて専ら当該指定放課後等デイサービスの提供に

当たる児童指導員または保育士の合計数が以下の必要数以

上（１人以上は常勤） 

・障害児の数が１０までのもの ２人以上 

・障害児の数が１０を超えるもの ２人に障害児の数が 

１０を超えて５または端数を増すごとに１人を加えた数以

上 

 

児童発達支援 

管理責任者 

１人以上（うち１人は専任かつ常勤） 

 

機能訓練担当 

職員 

機能訓練を行う場合に必要数を配置 

・職種：理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、心理担当

職員（配置した場合、児童指導員または保育士の合計数に

半数まで含めることができる。） 

看護職員 指定放課後等デイサービス事業所において、医療的ケアを

行う場合に必要数を配置（配置した場合、児童指導員また

は保育士の合計数に半数まで含めることができる。） 

管理者 原則として専ら当該事業所の管理業務に従事するもの 

（業務に支障がない場合は、児童発達支援管理責任者など

他の職種との兼務可） 

 

＊主たる対象者を重症心身障害児とする場合の人員基準は、児童発達支援（児童発達

支援センター以外）と同一。 

 

【設備基準】 

・指導訓練室には、訓練に必要な機械器具等を備えること。 

 ※放課後等デイサービス事業所の指導訓練室については、床面積の基準は定められて
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いないが、児童発達支援センターが児童発達支援事業を行う場合は子ども一人当た

り2.47m²の床面積が求められていることを参考としつつ、適切なスペースを確保す

ることが望ましい。 

・その他放課後等デイサービス支援の提供に必要な設備および備品等を備えること 

 ※事務室、相談室、静養室、トイレ、手洗い設備等 

 

(5) 居宅訪問型児童発達支援 

【人員基準】 

従
業
者 

訪問支援員 訪問支援を行うために必要な数 

※理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員も

しくは保育士の資格を取得後または児童指導員もし

くは心理担当職員として配置された日以降、直接支

援の業務に３年以上従事した者 

児童発達支援 

管理責任者 

１人以上（うち１人は当該事業所の職務に専任） 

管理者 原則として専ら当該事業所の管理業務に従事する 

もの（業務に支障がない場合は、他の職種との兼務可） 

 

【設備基準】 

○ 事業運営に必要な広さの専用の区画を設けること。 

○ 専用の事務室を設けることが望ましい。ただし、間仕切りするなど他の事業の用に

供するものと明確に区分される場合は、他の事業と同一の事務室であっても差し支

えない。 

○ 利用申込みの受付、相談等に対応するのに適切なスペースを確保すること。 

○ その他、指定保育所等訪問支援の提供に必要な設備および備品等を備えること。特

に手指を洗浄するための設備等感染症予防に必要な設備等に配慮すること。 

 

(6) 保育所等訪問支援 

【人員基準】 

従
業
者 

訪問支援員 訪問支援を行うために必要な数 

※障害児支援に関する知識および相当の経験を有する

児童指導員、保育士、理学療法士、作業療法士また

は心理担当職員等であって、集団生活への適応のた

め専門的な支援の技術を有する者 

児童発達支援 

管理責任者 

１人以上（うち１人は当該事業所の職務に専任） 



15 

 

管理者 原則として専ら当該事業所の管理業務に従事する 

もの（業務に支障がない場合は、他の職種との兼務可） 

 

【設備基準】 

○ 事業運営に必要な広さの専用の区画を設けること。 

○ 専用の事務室を設けることが望ましい。ただし、間仕切りするなど他の事業の用に

供するものと明確に区分される場合は、他の事業と同一の事務室であっても差し支

えない。 

○ 利用申込みの受付、相談等に対応するのに適切なスペースを確保すること。 

○ その他、指定保育所等訪問支援の提供に必要な設備および備品等を備えること。特

に手指を洗浄するための設備等感染症予防に必要な設備等に配慮すること。 

 

３．事業者指定の単位  

 

(1) 従たる事業所の取扱いについて 

 

指定障害児通所支援事業所等の指定は、原則として指定通所支援の提供を行う事業所

ごとに行います。 

ただし、児童発達支援（児童発達支援センターを除く。）または放課後等デイサービ

スについては、次の①および②の要件を満たす場合には、「主たる事業所」のほか、一

体的かつ独立したサービス提供を行う場として、一または複数の「従たる事業所」を設

置することが可能であり、これらを一の事業所として指定することができます。 

 

①人員および設備 

に関する要件 

ア 「主たる事業所」および「従たる事業所」の障害児の合計数

に応じた従業者が確保されているとともに、「従たる事業所」

において常勤かつ専従の従業者が１人以上確保されていること 

イ 「従たる事業所」の利用定員が５人以上であること 

ウ 「主たる事業所」と「従たる事業所」との間の距離が概ね30

分以内で移動可能な距離であって、児童発達支援管理責任者の

業務の遂行上支障がないこと 

②運営に関する 

要件 

ア 利用申込みに係る調整、職員に対する技術指導等が一体的で

あること 

イ 従業者の勤務体制､勤務内容等の管理方法が一元的であるこ

と。必要な場合には、主たる事業所と従たる事業所との間で相

互支援が行える体制にあること 

ウ 苦情処理や損害賠償等に際して、一体的な対応ができる体制
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にあること 

エ 事業の目的や運営方針、営業日や営業時間、利用料等を定め

る同一の運営規程が定められていること 

オ 人事、給与・福利厚生、勤務条件等に関する職員の管理方法

が一元的に行われているとともに、事業所間の会計が一元的に

管理されていること 

 

(2) 多機能型事業所について 

① 指定について 

「多機能型事業所」の指定は、当該多機能型事業所として行う事業の種類ごとに行

うため、事業の追加については、変更ではなく、当該事業の追加指定となります。 

 

② 多機能型事業所の特例 

（ア） 障害児通所支援のみを行う多機能型事業所 

ａ 従業員の員数に関する特例 

児童指導員または保育士や機能訓練担当職員等は専ら当該職務に従事する必要

がありますが、多機能型事業所の場合は、当該多機能型事業所の職務に専従する

こととし、それぞれの事業の専従要件までは課さないものとされています。その

上で、多機能型事業所として行う指定通所支援に必要な従業者の員数が確保され

る必要があります 

ｂ 設備に関する特例 

サービスの提供に支障のない範囲内において兼用することが可能 

ｃ 利用定員に関する特例 

当該多機能型事業所が行う全ての指定通所支援の事業を通じて１０人以上（主と

して重症心身障害児を通わせる場合は５人以上）とすることが可能 

 

（イ）指定障害福祉サービスを併せて行う多機能型事業所 

ａ 従業員の員数の特例 

サービス管理責任者については、多機能型の事業所全体で実施する事業の利用

者の数の合計に応じて配置することが可能 

ｂ 設備に関する特例 

サービスの提供に支障のない範囲内において兼用することが可能 

ｃ 利用定員に関する特例 

・多機能型の事業所全体の合計で２０人以上であること 

・多機能型事業所の利用定員については、事業所の区分ごとに次に定める利用定

員以上であること 
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児童発達支援、放課後等デイサービス        ５人 

生活介護、自立訓練（機能）、自立訓練（生活）、就労移行支援    ６人 

就労継続支援Ａ型、就労継続支援Ｂ型                          １０人 

 

（ウ）その他 

多機能型による指定障害福祉サービス事業所ごとに配置される従業者（医師、

管理者およびサービス管理責任者を除く。）間での兼務は認められないものであ

り、当該指定障害福祉サービスごとに必要な従業者の員数が確保される必要があ

ること。なお、各指定障害福祉サービス事業所の利用定員の合計数が１９人以下

の多機能型事業所にあっては、サービス管理責任者とその他の従業者との兼務が

可能であること。 

 

(3) 同一法人による複数の事業所が一または複数の指定通所支援を実施する場合の取扱い

について 

① 同一敷地内において複数の事業所が一または複数の指定障害福祉サービスを実施す

る場合については、一の指定障害福祉サービス事業所または一の多機能型事業所とし

て取り扱います。 

② また、同一法人による複数の事業所が複数の指定通所支援を異なる場所で実施する

場合は、次の要件を満たしている場合は、一の多機能型事業所として取り扱います。 

 

人員および設備に関

する要件 

ア それぞれの利用定員が５人以上であること 

イ 異なる場所で行う事業所間の距離が概ね30分以内で移動

可能な距離であって、児童発達支援管理責任者の業務の遂行

上支障がないこと 

運営に関する 

要件 

ア 利用申込み係る調整、職員に対する技術指導等が一体的

であること 

イ 従業者の勤務体制､勤務内容等の管理方法が一元的である

こと。必要な場合には、主たる事業所と従たる事業所との間

で相互支援が行える体制にあること 

ウ 苦情処理や損害賠償等に際して、一体的な対応ができる

体制にあること 

エ 事業の目的や運営方針、営業日や営業時間、利用料等を

定める同一の運営規程が定められていること 

オ 人事、給与・福利厚生、勤務条件等に関する職員の管理

方法が一元的に行われているとともに、事業所間の会計が一

元的に管理されていること 
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Ⅳ 参考事項  

 

１．児童発達支援管理責任者の要件について  

 

 児童発達支援管理責任者として配置するには、下図のとおり実務経験と研修の両方の要

件を満たしている必要があります。 

   

 

 

 

【実務経験について】 

(1)実務経験の年数および種類については、別紙「児童発達支援管理責任者の要件にかかる

実務経験内容および必要年数」（次ページ）を参照ください。 

(2)実務経験については、児童発達支援管理責任者に就任する時点で、経験年数を満たして

いる必要があります。 
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【研修について】 

研修は、滋賀県障害者自立支援協議会が実施していますので、開催予定については、ホー

ムページ等で確認またはお問い合わせください。 
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２．児童指導員の要件について  

児童指導員として配置するには、下記の要件を満たしている必要があります。 

 

① 地方厚生局長等の指定する児童福祉施設の職員を養成する学校その他の養成施設を 

卒業した者  

② 社会福祉士の資格を有する者  

③ 精神保健福祉士の資格を有する者  

④ 学校教育法の規定による大学（短期大学を除く）の学部で、社会福祉学、心理学、教

育学若しくは社会学を 専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者

（専門職大学の前期課程修了者は含まない）  

⑤ 学校教育法の規定による大学（短期大学を除く）の学部で、社会福祉学、心理学、教

育学又は社会学に関する 科目の単位を優秀な成績で修得したことにより、同法第102

条第２項の規定により大学院への入学を認められた者  

⑥ 学校教育法の規定による大学院において、社会福祉学、心理学、教育学若しくは社会

学を専攻する研究科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者  

⑦ 外国の大学において、社会福祉学、心理学、教育学若しくは社会学を専修する学科又

はこれらに相当する課程を修めて卒業した者  

⑧ 学校教育法の規定による高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者、同法第90条第

２項の規定により大学への入学を認められた者若しくは通常の課程による12年の学校

教育を修了した者（通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した

者を含む。）又は文部科学大臣がこれと同等以上の資格を有すると認定した者（高等

学校卒業程度認定試験（旧大学入学資格検定）合格者を含む）であって、２年以上児

童福祉事業に従事した者  

⑨ 学校教育法の規定により、幼稚園、小学校、中学校、高等学校又は中等教育学校の教

諭となる資格を有する者であって、都道府県知事が適当と認めたもの  

※教員免許の種類について、第一種・第二種・専修や、教科は問わない（養護教諭は含

まない）。 

 ※資格を有する者とは、免許状保有者を指す。 

⑩ ３年以上児童福祉事業に従事した者であって、都道府県知事が適当と認めた者 

 

※④～⑦の「これらに相当する課程を修めて卒業した者」とする場合は、履修単位等がわ

かる成績証明書、卒業証書等の提出が必要です。 

⑧・⑩のうち、従事した経験を証明するための「実務経験証明書」の作成・提出が必要

です。 
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※実際に業務に従事した日数は、1年あたり180日以上が必要です。 

（例）実務経験2年・・・従事期間2年以上かつ、従事した実日数360日以上が必要（1年あ

たり90日の従事日数でも、2年以上の期間（90日×4年）で、合計360日以上となれば可）    

実務経験3年・・・従事期間3年以上かつ、従事した実日数540日以上が必要。 

 

 

３．報酬について 

 

(1)報酬に係る算定基準について 

 

指定を受けた事業所が障害児通所支援を提供した場合の報酬については、以下の法令等

に定められています。サービス提供および請求にあたっては、これら関係法令等を十分に把

握していただく必要があります。 

 

報酬告示 

「児童福祉法に基づく指定入所支援に要する費用の額の算定に関する基準」 

（平成 24年 3月 14日厚生労働省告示第 123号） 

 

報酬留意事項通知 

「児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関す

る基準等の制定に伴う実施上の留意事項について」 

（平成 24年 3月 30日障発 0330第 16号） 

 

(2)報酬の請求について 

 

① 報酬の請求は、国民健康保険団体連合会（国保連）に、インターネットを通じて行うこ

ととなりますので、指定を受けるまでにインターネット接続環境の整備およびメールア

ドレスの取得が必要となります。 

 

② 事業所の指定を受けると、国保連からインターネット請求に関する資料が送付されま

すので、口座の登録など必要な手続きを行ってください。 

 

③ インターネット請求には、請求ソフトが必要となります。国保連が配布する「簡易入力

ソフト」または市販の請求ソフトを利用し、請求事務を行ってください。 


